
様式第四（第四条の二関係）（昭34建令１・全改、昭40建令13・昭50建令13・平元建令17・平３建令18・一部改正）

　第一表（表）

註　重複延長の欄には、法第11条第１項又は第２項の規定により他の道路に関する規定が適用される区間の延長を記載し、実延長の欄には、その他の区間の延長を記載すること。
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供 用 さ れ て い な い 区 間 の 延 長

メートルメートル

 路面の種類

メートル
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メートル

メートル舗 装 道
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の
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35,367 　　　　　　　

道 路

計

砂 利 道

自 動 車 交 通 不 能 区 間 の 延 長

区 間 の 延 長

平　　　　面　　　　交　　　　差

民　　有　　地 計

交　　差　　の　　方　　式

658,000

平方メートル平方メートル 道 と の 交 差
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35,367

ト ン ネ ル

メートル

メートル

整　　　理
番　　　号

路 線 の 指 定（認定）年 月 日

２７６－２
図　面　対
照　番　号

一般国道

起　　　　　点

１～２１

道 路 の 種 類

伊達市大滝区宮城町(伊達市・喜茂別町界)

路 線 名

苫小牧市新中野町３丁目２番５(一般国道36号交点)

指 定 （ 認 定 ） の 該 当 条 項平成４年４月３日（政令第１０４号）

千歳市(美笛)
終　　　　　点

延　　　長

メートルメートル

20

供 用 さ れ て い る 実 延 長

延　　　長

混合橋

木　橋

永久橋

橋

路 線 の 延 長

個　数

メートル
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メートル

メートル
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489
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根　　拠　　条　　項 料　　金　　徴　　収　　期　　間

最 急 縦 断 勾 配

種　類

道 路 台 帳一般国道２７６号

最 小 曲 線 半 径

　道路法第５条第１項

箇　　　　　　　　　所

　なし

箇　　　　　　　　　所

道 路 管 理 者２７６号 北海道開発局長

主 要 な

経 過 地

なし 　

9.0メートル以上

2,715 メートル

1,545

苫小牧市丸山～新中野町３丁目

箇　　　　　　　　　所

  昭和４５年４月１日（建設省告示第６０７号）
  その他の区域変更・供用開始は別冊「公示台帳」のとおり。

供　　用　　開　　始　　の　　区　　間　　及　　び　　年　　月　　日

区　　　　　　　　　　　　　　　間 延　　　　　　　　　　　　　　長 管　　　理　　　者
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メートル メートル

メートル
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国　　有　　地
地　方　公　共
団　体　有　地

5.5メートル以上

ト　　　　ン　　　　ネ　　　　ル
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有
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の
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　（裏）

道路と効用を兼ねる主要な他の工作物の概要

道路一体建物の概要

軌道その他主要な占用物件の概要

協定利便施設の概要

　

　

　

　令和６年２月29日　改訂

その他特記すべき事項

調製（改訂）の年月日

　

　

　

　

　



　第二表

アスファルト4,308 4,738

800

841

3.0 81

1.0 815

3 6.5

2.5

1 6.0

7 6.5

備 考
ト ン ネ ル 橋 渡 船 施 設 計

430

歩 道 分 離 帯 路 肩 道 路

2.5 334

1,754

3.0

区 間
幅 員 延 長

逓 加 延 長
車 道

以下　有珠復旧事務所

路面の種類

430 アスファルト

2 5.5 2.5 4,308

2.3 2.5 800

96

5,538 アスファルト

4 6.0 2.5 7,939 1,545

24,793

アスファルト

5 6.5 6.0 3.0 3,666 18,996

9,792 15,330

3,666

308

アスファルト 以下　苫小牧道路事務所

6 6.0 3.0 2.5 5,797

81 24,874

5,797 アスファルト

アスファルト

アスファルト8 6.5 6.0 3.0 452

29,815

452 25,326

1,920 27,246

815 28,061 アスファルト

アスファルト

5.5 3.0

6.5 3.0

1,9209 6.5

アスファルト

3.0 2.5

10

12 6.5 6.0

11

32,652

1,7542.5

8416.0

2,837 アスファルト2,837

33,493 アスファルト13 13.0 5.0 3.0

15 19.5 9.0 5.0 2.5 549 562 34,537 アスファルト

482 33,975 アスファルト

13

266

アスファルト35,101564

アスファルト35,367266

6.013.016

17 9.019.5

2.0 724922.0

2.55.0

実 延 長 調 書

7.5 48214 13.0 6.0 9.5

　　　　註　備考欄には、自動車交通不能その他道路の管理上必要な事項を記載すること。



　第三表

昭和59年度0.00 4.50 （図面対象番号）に記載 ナトリウム灯 419滝笛トンネル 大滝区三階滝町 1,545.00 8.50 6.00

建 設 年 次 備 考幅 員
有 効 高 拱 側 壁 排 水 施 設 照 明 設 備

車 道 歩 道

ト ン ネ ル 調 書

図 面 対
照 番 号

名 称 箇 所 延 長
構 造

路 肩

　　　　註　備考の欄には、トンネルの保全の状況その他トンネルの管理上必要な事項を記載すること。



第四表

車道 歩道 路肩

広島橋 虻田郡喜茂別町～大滝区愛知 95.80 6.50 0.00 3.00 910.1 Sgp 平成08年度 Ｂ活荷重

左沢橋 大滝区清陵～三階滝 10.46 6.00 0.00 2.50 88.9 Ps 昭和44年度 ＴＬ‐２０

後別橋 大滝区三階滝 60.00 6.00 0.00 2.50 510.0 Sg 昭和55年度 ＴＬ‐２０

右沢橋（ＢＯＸ） 大滝区三階滝 5.00 6.00 0.00 2.50 42.5 Kr 昭和56年度 ＴＬ‐２０

幸生橋 大滝区三階滝町 39.46 6.00 0.00 2.50 335.4 Sg 昭和46年度 ＴＬ‐２０

長流別橋 大滝区三階滝町 39.46 6.00 0.00 2.50 335.4 Sg 昭和47年度 ＴＬ‐２０

老山橋 大滝区三階滝町 35.90 6.00 0.00 1.25 305.2 Sg 昭和48年度 ＴＬ‐２０

大笛橋 大滝区三階滝 51.20 6.00 0.00 2.50 435.2 Sg 昭和56年度 ＴＬ‐２０

中笛橋 大滝区三階滝 21.00 6.00 0.00 2.50 178.5 Sg 昭和57年度 ＴＬ‐２０

小笛橋 大滝区三階滝 47.00 6.00 0.00 2.50 399.5 Sg 昭和57年度 ＴＬ‐２０

第４号橋 音羽町２丁目 12.54 12.40 0.00 0.60 163.0 Ps 昭和40年度 ＴＬ‐２０

緑跨線橋 苫小牧市 65.00 9.00 4.50 2.00 1,007.5 Sg 昭和40年度 ＴＬ‐２０

耐荷荷重 現況 備考

註　１　耐荷荷重の欄には、一車線当りの通行することができる最大車両の総重量を記載すること。

　　 ２　現況の欄には、自動車交通不能又は荷重制限に関する事項を記載すること。

　　 ３　備考の欄には、橋の保全の状況その他橋の管理上必要な事項を記載すること。

橋　　　　　　　調　　　　　　　書

図面対象番号 名称 箇所
延長
（ｍ）

幅員
面積
（㎡）

橋種
及び型式

建設年次



　第五表

有 効 高 又 は
交 差 角 度

備 考

苫小牧市新中野町３丁目
ＪＲ北海道
室蘭本線

立体交差 65.00 292° 緑跨線橋

鉄 道 等 と の 交 差 調 書

図 面 対 照 番 号 箇 所
鉄 道 又 は 新 設
軌 道 の 名 称

交 差 の 方 式 延 長 幅 員

　　　　註　１　有効高又は交差角度の欄には、立体交差にあつては有効高、平面交差にあつては交差角度を記載すること。
　　　　　　２　備考の欄には、踏切道における保安設備の状況その他鉄道等との交差に関し道路の管理上必要な事項を記載すること。


